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　３月２４日の理事会では、税務研修、租税教育、税制要望など、「税」を活動の柱に
据えた公益目的事業をはじめ、会員の福利厚生や交流促進に向けた事業など、様々な事
業の実施計画が承認されました。このページでは、その概要をご紹介します。

◆税制改正等についての最新情報をセミ
ナーや広報誌「きずな」、ホームペー
ジを介して提供するとともに、１０月
から登録事業者の申請受付が開始され
る消費税インボイス制度（２０２３年
１０月導入）についても、本年度より
研修テーマとして取り上げていきま
す。

◆一般の方も受講できる税務関連研修会
を「相続税」など誰にでも関連してく
るテーマを取り上げて実施します。

◆中小企業の立場に配慮した税制の実現
を目指し、会員の皆さまの声に基づく
要望活動を展開していきます。

◆小学校での租税教室や、WEB版税金
クイズの実施、メディア等を活用した
税に関するＰＲを通して多くの方に税
の役割や使われ方に関心を持ってもら
えるよう取り組んでいきます。

◆労働法規、財務関係、サイバーセキュ
リティ対策、ＳＮＳを活用した事業
展開など、時流に則した各種セミナー
を対面方式とオンラインを取り混ぜ
て企画、開催していきます。

◆環境に配慮した企業経営を念頭に置い
た都条例に基づく「地球温暖化対策
報告書」の提出を推進し、会員企業
が環境効率の高い空調機器等を導入す
る際の支援策を周知していきます。
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公益目的事業Ⅰ（税に関する事業） 公益目的事業Ⅱ（経営・環境関連事業）

◆新型コロナウイルス感染症の影響で各
種交流会を中止せざるを得なかった
２０２０年度。これを取り戻すべく、
地区・部会事業の予算を２０２１年度
は大幅に増額。感染症対策に配慮する
ことはまだ当面の間、必要となります
が、その上で、会員相互の意見・情報
交換の場、参加して楽しめる場を設け
られるよう、取り組みます。（交流事
業への具体的なご要望、ご提案がござ
いましたら、お近くの地区・部会役員
までお気軽にお声がけください。）

◆全国組織である法人会のスケールメリ
ットを活かし、中小企業単独では導入
が困難な従業員向け福利厚生制度や、
企業向け保証制度の充実を図ります。
各制度については、適宜、「きずな」
誌上や同封物でご紹介していきます。

会員交流事業 ／ 福利厚生事業

～ ～
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制度導入までのスケジュール

登録申請は、e-Taxをご利用 
いただくと手続がスムーズです。

令和５年10月１日から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書
（インボイス）を交付することができます。

個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

令和５年10月1日令和3年10月1日 令和5年３月31日

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

31＋T「は方の者業事の外以れそ、」号番人法＋T「は方の者業事るす有を号番人法、はていつに号番録登　 ※ 桁の数字（新
たな固有の番号）」が登録番号となります。

登録申請書
受付開始！

令和３年１０月１日から
消消消消費費費費税税税税 イイイインンンボボボボイイイイスススス制度制制制度度度事業者の方へ者者者 へへ事業者の方へ事事事 者者者者事業者の方へ事業者の方へ事事事事事事事業事業事業事業事業者業業者業者業者業者業者の者者の者の者の者のの方のの方の方の方方方へ方方へ方へ方へへへへへへ 消消消消消消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費費費費費費税税税税税税税税税税税税税税税税税税 イイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンボボボボボボボボボボボボボボボボイイイイイイイイイイイイイイススススススススススススススススス制度制制制度度度制度制度制制制制制制制度制度制度制度制度制度度度度度度度

登録
申請

登録申請書は、
令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

「インボイス制度」ってナニ？

インボイスってナニ？
請　求　書

事な要必が載記にスイボンイ（項事の定一、ちうの等書細明入仕たし成作がら自、は手買　 ）※（　
項）が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受け
ることもできます。 

【記載事項】
① 請求書発行事業者の
　 氏名又は名称
② 取引年月日
③ 税象対減軽（容内の引取 
率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して
　 合計した対価の額
⑤ 事るけ受を付交の類書 
業者の氏名又は名称

【記載事項】
区分記載請求書に以下の
事項が追加されたもの

① 登録番号
　 《課税事業者のみ登録可》
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した
　 消費税額等

2020.10国税庁　法人番号7000012050002

きとたれらめ求らか）者業事税課（手相引取るあで手買、は者業事録登るあで手売　 
は、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保
存しておく必要があります）。

 　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
」率税用適「、」号番録登「に」書求請載記分区「の行現、はに的体具　 　

及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

＜区分記載請求書（現行）＞ ～令和５年９月 ＜インボイス＞ 令和５年10月～

e-Taxに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ（https://www.
e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。利用開始の手続、推奨環境及びよく
ある質問（Q&A）などをお知らせしています。

● インボイス制度に関する一般的なご相談は、   
専用ダイヤルで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120－205－553（無料）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp）の「インボイス
制度特設サイト」をご覧ください。

e-Taxに関する情報 

インボイス制度に関するお問合せ先

電子データ（電子インボイス）でもOK!

相引取、てしと則原、にめたるけ受を用適の除控額税入仕は手買　 
手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存
等が必要となります。

特設サイトへ

タックス・コーナー タックス・コーナー

請　求
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中小企業事業継続支援補助金

ものづくり企業地域共生推進助成金

法人会の法律相談。 １時間まで無料。
お気軽にご活用ください!!
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